
参考１

卸売市場法（昭和４６年４月３日法律第３５号）－抜粋－

（中央卸売市場整備計画)

第五条 農林水産大臣は 政令で定めるところにより 中央卸売市場の整備を図るための計画(以、 、

下「中央卸売市場整備計画」という。)を定めなければならない。

２ 中央卸売市場整備計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとし、その内容は、卸売市

場整備基本方針に即するものでなければならない。

一 略

二 その取扱品目の適正化若しくはその施設の改善を図ること又はその運営の広域化若しくは

地方卸売市場への転換を推進することが必要と認められる中央卸売市場の名称

三 略

四 施設の改良、造成、取得又は管理に関する事項

五 略

３ 農林水産大臣は、中央卸売市場整備計画を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審

議会の意見を聴くとともに、関係地方公共団体に協議しなければならない。

４ 農林水産大臣は、中央卸売市場整備計画を定めたときは、遅滞なく、その内容を公表しなけ

ればならない。

５ 前三項の規定は、中央卸売市場整備計画の変更について準用する。

（開設区域)

第七条 農林水産大臣は、中央卸売市場整備計画において定められた中央卸売市場を開設するこ

とが必要と認められる都市及びその周辺の地域であつて、その区域内における生鮮食料品等の

流通事情に照らしその区域を一体として生鮮食料品等の流通の円滑化を図る必要があると認め

られる一定の区域を、中央卸売市場開設区域(以下この章において「開設区域」という。)とし

て指定することができる。

２ 農林水産大臣は、開設区域を指定しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見

を聴くとともに、関係地方公共団体に協議しなければならない。

３ 前二項の規定は、開設区域の変更について準用する。

（地方卸売市場への転換）

第十三条の五 中央卸売市場整備計画で定められた地方卸売市場への転換を推進することが必要

と認められる中央卸売市場の開設者又は当該開設者から当該中央卸売市場の施設に係る権原を

取得し、地方卸売市場を開設しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、都道府

県知事の許可を受けて、当該中央卸売市場を地方卸売市場に転換することができる。

２ 前項の許可を受けた者は、第五十五条の許可を受けたものとみなす。

３ 第一項の規定による転換があったときは、当該中央卸売市場に係る第八条の認可は、その効

力を失う。

４ 第五十六条及び第五十七条の規定は、第一項の許可について準用する。

５ 都道府県知事は、第一項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告しな

ければならない。

（地方卸売市場への転換の効果）

第十三条の六 前条第一項の規定による転換後の地方卸売市場に係る業務規程で定められた取扱

品目に係る取扱品目の部類が同項の規定による転換前の中央卸売市場の卸売業者についての第

十五条第一項の許可に係る取扱品目の部類のすべてを含んでいる場合には、当該卸売業者は、

当該中央卸売市場における卸売の業務に係る市場及び取扱品目の部類と同一の市場及び取扱品

目の部類について卸売の業務を行う者として第五十八条第一項の許可を受けたものとみなす。


